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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　直接的に治療に対して及び／又は治療計画に対して使用されるデータを生成する介入近
接照射療法に対するシステムにおいて、
　患者の組織を照射するように前記患者内に挿入される放射線源と、
　前記患者を透過した放射線を検出し、前記放射線を示す放射線量データをリアルタイム
で生成するように前記患者の外側に配置され、前記放射線源及び前記患者に対して移動可
能である１以上の放射線検出器と、
　前記放射線源及び前記放射線検出器の位置をリアルタイムで決定する１以上の位置セン
サと、
　前記１以上の位置センサと通信し、前記放射線源及び前記放射線検出器の位置を示す位
置データを生成する位置特定ユニットと、
　前記患者の１以上の解剖学的画像を記憶する画像データベースと、
　前記１以上の解剖学的画像を前記位置データ及び前記放射線量データと位置合わせし、
前記位置合わせに基づいて線量監視データを生成する線量計算ユニットと、
を有するシステム。
【請求項２】
　前記１以上の位置センサが、前記放射線源内に一体化されたファイバセンサを追跡する
光学的形状感知（ＯＳＳ）センサを含む、請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
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　前記１以上の位置センサが、ディファレンシャルＧＰＳ（ｄＧＰＳ）、インピーダンス
感知、光学マーカ／カメラ測定、及び電磁（ＥＭ）追跡の少なくとも１つを含む、請求項
１及び２のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項４】
　前記放射線源が、小型Ｘ線源である、請求項１乃至３のいずれか一項に記載のシステム
。
【請求項５】
　前記放射線源が、１９２－Ｉｒである、請求項１乃至３のいずれか一項に記載のシステ
ム。
【請求項６】
　前記線量計算ユニットが、前記１以上の解剖学的画像に基づいて前記組織の各ボクセル
に送達された実際の線量を決定する、請求項１乃至５のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項７】
　前記線量計算ユニットが、前記線量監視データ及び解剖学的画像からマルチモード画像
をリアルタイムで生成して、前記組織の各ボクセルに送達された実際の線量を表示する、
請求項１乃至６のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項８】
　計画ユニットが、前記線量監視データに基づいて放射線治療計画を再計画する、請求項
１乃至６のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項９】
　各治療計画が、前記放射線源により所望の場所に提供されるべき複数のフラクションの
放射線量を含み、前記１以上のプロセッサが、
　治療中の放射線量の残りのフラクションを適応再計画する、
ようにプログラムされる、請求項８に記載のシステム。
【請求項１０】
　前記線量監視データに基づいて前記放射線治療計画を再計画することが、リアルタイム
線量確認に対する患者及び器官運動／変形を含む、請求項８及び９のいずれか一項に記載
のシステム。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、治療分野に関する。これは、高線量率（ＨＤＲ）近接照射療法（brachyther
apy）と併せて特定の応用を見つけ、これを特に参照して記載される。しかしながら、本
発明は、低線量近接照射療法及び他の治療源配置等のような他の治療処置と併せた応用を
も見つけると理解されるべきである。
【背景技術】
【０００２】
　焦点放射線療法（ＲＴ）が成長するほど、標的体積及び重要構造（critical structure
s）に対する線量を追跡及び適合させるために線量監視は重要になる。ポータルイメージ
ング（portal imaging）は、放射線治療ビームを用いる画像の取得である。これらの装置
からの画像は、この場合、例えば、患者の治療を確かめるのに使用される。直交光線イメ
ージング及びインビームＰＥＴにおいて、吸収される線量、患者配置、器官運動／変形が
、外部ビームＲＴ中に本来の場所で監視される。ポータルイメージング中に、標的体積及
び器官運動が、監視され、例えばフラクション内（intrafraction）呼吸、フラクション
間（interfraction）組織密度変更、空洞充填（cavity filling）、壁肥厚、並びに腫瘍
膨張（tumor swelling）及び復帰（regression）が、検出されることができる。小型Ｘ線
源が生体内に挿入される近接照射療法において、このＲＴは、ＭｅＶの光子を使用する外
部ビームより焦点的（focal）であるので、監視に対する必要性は、更に高い。重要構造
又はリスク器官は、線量監視を動機づけする。
【０００３】
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　近接照射療法において、放射線源は、固定されておらず、移動可能である。放射線源が
体内に配置される様々な近接照射療法技術が、開発されている。例えば、低線量率シード
が、標的領域に永久的に埋め込まれることができる。正確な配置に対して、各シードが放
出されるカテーテルの先端の場所は、正確に知られる必要がある。高線量率近接照射療法
において、単一の高線量率放射性同位体が、カテーテルの端部に配置される。カテーテル
は、標的に隣接して配置され、選択された持続期間に対してそのように配置されたままで
ある。高線量率シードは、様々な場所から標的を治療するように再配置されうる。第３の
オプションは、標的を照射するようにカテーテルの先端に配置される小型Ｘ線管を使用す
ることである。
【０００４】
　移動可能な内部放射線源が使用される場合、線量送達を監視するポータルイメージング
が、役に立つ。アプリケータの正確な位置及びシード又は他の放射線源の正確な位置が、
不可欠である。典型的には、アプリケータは、例えば超音波（ＵＳ）又はＸ線に基づくリ
アルタイム画像ガイダンスの下でガイドされるか、又は（例えばコンピュータ断層撮影Ｃ
Ｔ技術に基づいて）配置後に撮像されることができる。前記配置をリアルタイム超音波撮
像に基づかせることは、限られた解像度又は患者移動、器官移動（例えば腸、子宮）、又
は組織変形（例えば前記アプリケータによる組織圧縮、膨張等）のせいで配置精度を深刻
に制限する。更に、上で提案されたようにＸ線又はＣＴ配置ガイダンスを使用する場合、
撮像により送達される線量を低く保つように注意しなければならず、ＣＴ時間は、しばし
ば、乏しい。また、Ｘ線撮像は、限られた軟組織コントラストを持ち、腫瘍組織、脂肪、
又は筋肉を区別することを難しくする。
【０００５】
　更に、低線量率（ＬＤＲ）近接照射療法として知られる、前立腺における放射性シード
（１２５－Ｉ又は１０３－Ｐｄ）の永久配置は、早期の局在化された前立腺がんの広く受
け入れられた治療方法である。前記シードは、超音波ガイダンス下で会陰を通って前立腺
に挿入される針を使用して配置される。特に、ＬＤＲ処置は、前立腺底（遠位側）を撮像
する経直腸的超音波（ＴＲＵＳ）プローブの挿入で開始する。針ガイダンスに対して、ホ
ールアレイテンプレートが、会陰に対して配置される。２又は３の固定カテーテルが、前
立腺を固定するように末梢に配置され、結果として生じる超音波画像は、前立腺内のカテ
ーテル及びシード位置に対する空間的基準及び他の画像として使用される。この後に、シ
ードガイドカテーテルは、事前計画によって挿入される。各カテーテルに対して、前記Ｔ
ＲＵＳプローブは、前記カテーテルが見えるように配置される。誤って配置されたカテー
テルは、取り除かれ、新たに挿入される。前記カテーテルは、挿入時にゆがみ、３Ｄ位置
は、２Ｄ超音波によりほとんど評価されることができない。シード配置が、完了している
場合、一連の２Ｄ超音波画像が、取得され、最終線量分布を特徴づける。加えて、ＣＴ又
は直交蛍光透視画像は、しばしば、シード配置を決定するために埋め込みの数週間後に取
得される。超音波ガイダンスは、針位置の評価を可能にするが、前立腺体積全体を通した
放射性シードを解像することができない。これは、予備計画に対するシードの誤配置が、
処置中に知られず、したがって、残りのシードに対する適応再計画により補償されること
ができないことを意味する。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　このようなものとして、これらの欠点に対処する位置特定（localization）及び線量監
視システム、例えば近接照射療法に対するポータルイメージングに対する必要性が存在す
る。本出願は、これらの問題等を克服する新しい改良された装置及び方法を記載する。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　一態様によると、直接的に治療に対して及び／又は治療計画に対して使用されるデータ
を生成する介入（interventional）近接照射療法に対するシステムが、提供される。前記
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システムは、患者の組織を照射する放射線源と、前記患者に送達される放射線を検出し、
それを示す放射線量データを生成する１以上の放射線検出器とを含む。１以上の位置セン
サが、前記放射線源の位置を決定し、位置特定ユニットは、前記１以上の位置センサと通
信して、前記放射線源の位置を示す位置データを生成する。画像データベースは、前記患
者の１以上の解剖学的画像を記憶する。線量計算ユニットは、前記１以上の解剖学的画像
を位置及び放射線量データと位置合わせ（co-register）し、前記位置合わせに基づいて
線量監視データを生成する。
【０００８】
　他の態様によると、直接的に治療に対する及び／又は治療計画に対する近接照射治療の
方法が、提供される。前記方法は、放射線源を用いて患者の組織を照射するステップと、
１以上の放射線検出器を用いて前記患者を透過する放射線を検出するステップと、送達さ
れた放射線の放射線量データを生成するステップと、１以上の位置センサを用いて前記放
射線源の位置を決定するステップと、前記放射線源の位置を示す位置データを生成するス
テップと、前記患者の１以上の解剖学的画像を取り出すステップと、前記１以上の解剖学
的画像を前記位置及び放射線量データと位置合わせするステップと、前記位置合わせに基
づいて線量監視データを生成するステップとを含む。
【０００９】
　他の態様によると、直接的に治療に対して及び／又は治療計画に対して使用されるデー
タを生成する介入近接照射療法に対するシステムが、提供される。前記システムは、患者
の組織を照射する放射線源を含む。１以上の放射線検出器は、前記患者に送達された放射
線を検出し、それを示す放射線量データを生成する。１以上の位置センサは、前記放射線
源の位置を決定する。画像データベースは、前記患者の１以上の解剖学的画像を記憶する
。１以上のプロセッサは、前記１以上の位置センサと通信し、前記放射線源の位置を示す
位置データを生成し、前記１以上の解剖学的画像を前記位置及び放射線量データと位置合
わせし、前記位置合わせに基づいて線量監視データを生成し、前記線量監視データに基づ
いて放射線治療計画を再計画するようにプログラムされる。
【００１０】
　１つの利点は、計画された近接照射療法の保証された精度にある。
【００１１】
　他の利点は、放射線源及び検出器のリアルタイム追跡にある。
【００１２】
　他の利点は、標的体積及び器官運動のリアルタイム監視にある。
【００１３】
　更なる利点及び利益は、以下の詳細な記載を読み、理解すると当業者に明らかになる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本出願によるリアルタイム位置特定及び線量監視システムの概略図である。
【図２】本出願によるリアルタイム位置特定及び線量監視に対する方法のフローチャート
である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　本発明は、様々な構成要素及び構成要素の取り合わせ並びに様々なステップ及びステッ
プの取り合わせの形を取り得る。図面は、好適な実施例を示す目的のみであり、本発明を
限定すると解釈されるべきではない。
【００１６】
　本出願は、近接照射療法に対するポータルイメージングに対するリアルタイム位置特定
及び線量監視システムを対象にする。特に、移動する近接照射療法線源及び、一部の実施
例において、放射線検出器は、リアルタイムの高精度位置特定システムを用いて追跡され
る。前記位置特定システムは、前記線源及び前記検出器内に一体化されたファイバセンサ
を追跡する光学的形状感知システム（ＯＳＳ）であることができる。ディファレンシャル
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ＧＰＳ（ｄＧＰＳ）、インピーダンス感知、光学マーカ／カメラ測定、又は電磁（ＥＭ）
追跡のような他の手段からの配置情報も期待される。透過放射線の検出及び前記位置特定
システムにより集められた情報は、例えば（ＴＲ）ＵＳ、蛍光透視、ＣＴ又は光学、ＭＲ
Ｉ、蛍光又は赤外撮像から生じる他の撮像情報と結合され、リアルタイム線量確認及び残
りのフラクション（fractions）の適応再計画に対する患者及び器官運動／変形を含むマ
ルチモード画像又は線量監視データを提供する。同じ放射線‐組織相互作用モンテカルロ
モデルに基づく放射線量シミュレータも、放射線治療計画に対して期待され、治療下の標
的生体構造に対する追跡される近接照射療法線源の移動する場所を考慮する。
【００１７】
　図１を参照すると、近接照射療法に対するポータルイメージングに対するリアルタイム
位置特定及び線量監視に対する放射線治療システム１０が、図示される。システム１０は
、患者又は対象１６内の場所に放射線源１４を挿入する放射線利用適用装置１２を含む。
放射線利用装置１２は、放射線治療計画による所望の場所において患者又は対象１６内で
放射線源１４を利用するカテーテル１８を含む。各治療計画は、放射線源１４により所望
の場所に提供されるべき複数のフラクションの放射線量を含む。各放射線量は、処方され
た放射線量、複数の放射線ビーム軌道、及び少なくとも１つの放射線源幾何配置を含む。
他の実施例において、放射線利用装置１２は、プローブ、内視鏡、又は画像ガイド介入に
対して使用される他の装置を含む。カテーテル１８が所望の場所にナビゲートされた後に
、放射線源１４は、患者又は対象１６に導入される。例えば、モータまでのワイヤは、放
射線源１４に対する患者又は対象１６の不要な被ばくを防ぐようにカテーテル１８内の放
射線源１４を延長及び後退させる。放射線源１４がカテーテル１８内の所望の場所に移動
した後に、放射線は、例えば、腫瘍を破壊するために人の中の腫瘍に対して利用されるこ
とができる。特に、放射線源１４は、これらの場所で及び／又は近くで放射線を利用する
ために、腫瘍腔内に又は自然管腔内に挿入されることができる。
【００１８】
　一実施例において、放射線源１４は、電気エネルギが印加されている間にＸ線を生成す
るＸ線源である。この実施例において、前記Ｘ線源は、前記カテーテル内に配置される２
０－７０ｋＶで動作する小型Ｘ線源である。例えば、放射線源１４は、陰極として熱フィ
ラメント及び（おおよそ等方性のＸ線放射に対する）送信又は（指向性放射に対する）い
わゆる反射陽極を持つＸ線管型である。このようないわゆる電子衝突源を用いる利点は、
放射線のエネルギ（スペクトル及び最大エネルギ）が、陽極材料、フィルタリング、及び
使用される加速電圧の選択により調整されることができることである。他の代替例は、体
内の管電極に高電圧を供給する必要性を省く焦電又は圧電陰極を持つ線源である。他の実
施例において、放射線源１４は、前記カテーテルの端部に配置される高線量率放射性同位
体（１９２－Ｉｒ等）である。
【００１９】
　放射線治療システム１０は、放射線源１４と１以上の放射線検出器２０との間の患者又
は対象１６の組織を通過する放射線を検出し、それを示す放射線量情報を生成する１以上
の放射線検出器２０を更に含む。一実施例において、１以上の放射線検出器２０は、手持
ち型であるか又は（測定値が最適な視野角／体積範囲で得られることを保証するために前
記検出器に対する前記線源の位置情報に基づく自動アーム作動を潜在的に持つ）軽量アー
ムに取り付けられる。１以上の放射線検出器２０は、可撓性又は剛性である基板を含んで
もよく、位置特定測定が、検出器幾何配置に関するリアルタイムフィードバックを提供す
る。患者又は対象１６の組織と１以上の放射線検出器２０との間で、Ｘ線光学素子又はコ
リメート部材が、組み込まれうる。従来のＣアーム又はＣＴガントリが存在する処置にお
いて、Ｘ線検出サブシステムは、画像取得に対して小型Ｘ線源（小型管又は放射性同位体
）を使用する。
【００２０】
　位置特定ユニット２２は、リアルタイムで放射線源１４及び／又は１以上の放射線検出
器２０の位置及び幾何配置を追跡し、それを示す配置情報を生成する。放射線源１４の位
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置を追跡するために、放射線利用装置１２は、光学的形状感知（ＯＳＳ）センサのような
１以上の位置センサ２４を含む。同様に、１以上の放射線検出器２０は、検出器素子内に
ＯＳＳセンサを含む。光学的形状感知（ＯＳＳ）は、最小侵襲インタベンション中の装置
位置特定及びナビゲーションに対してマルチコア光ファイバに沿った光を使用する。光フ
ァイバに基づく形状感知は、従来の光ファイバにおける固有の後方散乱を利用する。関与
する原理は、特徴的なレイリー後方散乱又は制御された格子パターンを使用する前記光フ
ァイバにおける分散歪測定を使用する。前記光ファイバの形状は、ランチ（launch）又は
ｚ＝０として知られる、前記センサに沿った特定の点から規定され、後の形状位置及び向
きは、当該点に対するものである。放射線利用装置１２につながれた（tethered）光学的
形状感知センサは、一方の端部において接続され、反射を抑制するように先端に終端処理
され、形状再構成の原点として機能する前記つなぎ（tether）に沿ったランチ点を含むむ
き出しの光ファイバを含む。各つなぎは、らせん経路プレートにおける直線基準及び揺れ
基準を使用して形状感知に対して較正される。較正に続いて、前記むき出しのファイバは
、この場合、製造プロセス中にいかなる数の方法（取り付け、埋め込み、接着、電磁的引
力又は他の結合手段）をも用いて装置内に一体化される。この一体化プロセスは、前記光
学的形状感知のロバスト性及び精度に影響を与えることができる。加えて、一体化に続い
て、いかなる時点においても前記形状感知測定に対して可撓性器具の動的な幾何配置をマ
ッピングする非線形時空変換を決定するように、位置合わせが実行されなければならない
。これは、ランチ固定／器具座標系に対する前記形状感知座標系の位置合わせを含む。他
の実施例において、位置センサ２４は、ディファレンシャルＧＰＳ（ｄＧＰＳ）、インピ
ーダンス感知、光学マーカ／カメラ測定、又は電磁（ＥＭ）ガイダンス等を含む。
【００２１】
　線量計算ユニット２６は、１以上の放射線検出器２０により検出された前記放射線量情
報及び位置特定ユニット２２により決定された前記配置情報からリアルタイム線量監視に
対する１以上の線量マップを生成する。他の実施例において、１以上の放射線検出器２０
は、線量計算ユニット２２が３Ｄ線量マップを生成するように患者又は対象１６の周りで
回転可能であるように構成される。線量計算ユニット２６は、この場合、線量マップデー
タベース２８に前記１以上の線量マップを記憶する。前記リアルタイム線量監視を達成す
るために、放射線治療システム１０は、前記患者の解剖学的画像を生成する診断用撮像シ
ステムを更に含む。一実施例において、前記解剖学的画像は、患者の標的の場所を決定す
るために放射線治療システム１０に対する入力情報として使用される。他の実施例におい
て、前記解剖学的画像は、前記線量マップと結合され、マルチモード画像又は線量監視デ
ータを提供する。前記診断用システムは、コンピュータ断層撮影（ＣＴ）スキャナ、磁気
共鳴イメージング（ＭＲＩ）スキャナ、陽電子放出断層撮影（ＰＥＴ）スキャナ、超音波
装置、Ｘ線装置、蛍光又は赤外スキャナ等でありうる。好ましくは、前記解剖学的画像は
、前記患者の生体構造の３Ｄ画像であり、画像データベース３０に記憶される。放射線量
の投与前に、前記診断用撮像システムは、前記患者の標的体積及び非標的体積を表す解剖
学的画像データを取得する。前記解剖学的画像データは、事前登録された解剖学的画像、
及びカテーテル配置中のリアルタイム超音波画像等を含む。一実施例において、運動モデ
ルは、患者及び器官運動／変形を含む治療中の前記標的及び非標的体積の位置を予測する
。前記解剖学的画像データは、この場合、デジタル化され、多くの周知の再構成技術の１
つを使用して前記解剖学的画像を再構成するように処理される。経時的に移動する拡張さ
れた又は点状内部線源に基づく解剖学的画像の再構成が、患者生体構造に対する前記放射
線源／検出器幾何配置の時間変化する性質を考慮するように拡張される必要があると考え
られるべきである。これらの再構成に対して、前記患者生体構造に対する前記撮像幾何配
置の動的モデルが、位置特定ユニット２２から導出されたリアルタイム位置情報と結合さ
れることができるので、高速反復再構成が、使用される。
【００２２】
　線量計算ユニット２６は、前記１以上の線量マップ及び前記解剖学的画像を結合し、リ
アルタイム線量確認及び残りのフラクションの適応再計画に対する患者及び器官運動／変
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形を含む、マルチモード画像又は線量監視データを提供する。一実施例において、線量計
算ユニット２６は、追跡された放射線源１４及び／又は１以上の放射線検出器２０からの
前記位置特定された線量マップを前記解剖学的画像と位置合わせし、前記生体構造の様々
な部分に対する前記送達された線量の位置特定された線量マップの視覚化を生成する。特
に、前記放射線量が送達された後に、線量計算ユニット２２は、前記解剖学的画像及び前
記１以上の線量マップに基づいて標的の各ボクセルに送達された実際の線量を決定する。
この決定に基づいて、線量計算ユニット２２は、位置特定された線量マップを含むリアル
タイム線量監視及び確認を示すマルチモード画像又は線量監視データを生成する。一実施
例において、線量監視データは、前記放射線治療計画に対して放射線量分布を確認するの
に使用される。他の実施例において、前記マルチモード画像は、リアルタイムで放射線量
が送達されるのを監視するのに使用される。前記マルチモード画像及び／又は線量監視デ
ータは、ユーザインタフェース３２のディスプレイ上に表示される。ユーザインタフェー
ス３２は、臨床医が前記マルチモード画像及び／又は線量監視データのビューを制御する
、及び前記放射線治療計画を更新する等に使用することができるユーザ入力装置をも含む
。
【００２３】
　一実施例において、計画プロセッサ３４は、前記線量監視データに基づいて自動的に前
記放射線治療計画、すなわち後の放射線量の少なくとも１つ又は全てを更新する。他の実
施例において、放射線計画は、ユーザガイダンス下で、例えば医師又は臨床医により更新
される。前記医師は、ユーザインタフェース３２上でリアルタイムで前記送達された放射
線量を確認する。前記入力装置及び前記マルチモード画像を使用して、前記医師は、前記
標的体積及び非標的体積、すなわち敏感な組織又は器官等を識別することができる。計画
プロセッサ６０は、前記標的体積及び非標的体積に送達された実際の放射線によって、残
りの放射線治療計画、すなわち前記放射線量の少なくとも１つ又は全てを更新する。
【００２４】
　他の実施例において、前記放射線治療計画を更新し、治療下の標的生体構造に対する前
記追跡される放射線源の移動する場所を考慮するのに、同じ放射線‐組織相互作用モンテ
カルロモデルに基づく放射線量シミュレータも、期待される。モンテカルロ法及び放射線
‐組織相互作用モデルに基づく適応放射線治療計画は、現在、前記標的組織内の移動する
線源／検出器コンポーネントの場所に関する追加の情報を利用していない。このような線
量マッピングモデル内の場所の動的測定を利用する能力は、近接照射療法計画のより素晴
らしい適応／最適化を可能にし、リアルタイムで前記生体構造内の前記組織に及び前記装
置に生じるいかなる変化をも考慮する。
【００２５】
　他の実施例において、放射線治療システム１０は、放射線利用装置１２とは別の又は一
体化された超音波装置を含む。低線量率（ＬＤＲ）前立腺がん治療に対して、放射性シー
ドは、超音波ガイダンス下で会陰を通って前立腺に挿入される針を使用して永久的に配置
される。前記超音波ガイダンス（直腸に配置されたＵＳプローブ等）は、針位置の近似評
価を可能にするが、前立腺体積全体を通して前記放射性シードを解像することができない
。これは、最初の線量計画によって誤配置されるシードごとに関連する効率的なリアルタ
イム再計画を防ぐ。結合されたＸ線源及び超音波装置を使用するマルチモード撮像は、こ
の問題を回避し、低線量リアルタイム再計画を可能にする。このようなシステムは、超音
波単独の使用より高い解像度を可能にする。小型Ｘ線源を使用して、前記放射線源のエネ
ルギ、線量率、及び指向性は、リアルタイム線量監視データに基づいてフラクション間及
び／又はフラクション内で調節されることができる。
【００２６】
　図２は、リアルタイム位置特定及び線量監視に対する方法１００を示す。ステップ１０
２において、標的に放射線を送達する放射線源が、患者内でナビゲートされる。ステップ
１０４において、前記放射線源の位置を示す位置情報が、生成される。ステップ１０６に
おいて、前記患者に送達された放射線（例えば局所的線量測定）を示す放射線量情報が、
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生成される。ステップ１０８において、前記患者の前記生体構造の１以上の画像が、取り
出される。ステップ１１０において、前記１以上の画像が、前記位置情報及び放射線量情
報と位置合わせされる。ステップ１１２において、マルチモード画像及び線量監視データ
の少なくとも一方が、前記位置合わせに基づいて生成される。
【００２７】
　上記のものは、原位置（in situ）近接照射療法監視に対するポータルイメージング方
法を提供する。非固定線源のため、線源及び検出器位置決定の高解像度手段との結合が、
必要である。前記位置特定システムは、例えば、前記線源及び前記検出器の両方をリアル
タイムで、又は前記検出器が固定であり、堅い場合には前記線源のみを追跡する光学的形
状感知システム（ＯＳＳ）であることができる。透過された放射線の検出により集められ
た情報は、他の撮像情報と結合されることができ、線量確認及び残りのフラクションの適
応再計画のために患者及び器官運動又は変形を含むマルチモード画像又は線量監視データ
を提供する。これは、この時間のかかる処置中にリアルタイム適応再計画を可能にする。
他の潜在的な使用は、診断、治療ガイダンス、監視及び経過観察のための、人間の対象又
は動物の管及び管腔における内視鏡処置を含む。臨床的応用は、婦人科疾患、直腸、泌尿
器、前立腺疾患並びに食道及び気管支応用、腹腔鏡検査、アブレーションのような最小侵
襲処置及びＩＧＩＴを含む。挿入されたＸ線源は、（前立腺ＬＤＲケースのように）ＵＳ
と、又は例えば胃内視鏡検査に対するように光学的撮像と結合されてもよい。他の潜在的
な応用は、より早くにＬＤＲ近接照射療法により治療されていた前立腺がんの治療である
。この場合、既に埋め込まれたＰｄ又はＩシードが、前立腺を通して存在している。
【００２８】
　当業者は、ここに提供された教示を考慮して、本開示／明細書に記載された及び／又は
添付の図面及び／又は他の付属物に描かれたフィーチャ、要素、コンポーネント等が、ハ
ードウェア及びソフトウェアの様々な組み合わせで実施されえ、単一の要素又は複数の要
素に結合されうる機能を提供しうることを理解する。例えば、図面に示された／図示され
た／描かれた様々なフィーチャ、要素、コンポーネント等の機能は、専用のハードウェア
及び適切なソフトウェアと関連してソフトウェアを実行することができるハードウェアの
使用により提供されることができる。プロセッサにより提供される場合、前記機能は、単
一の専用プロセッサにより、単一の共有プロセッサにより、又はいくつかが共有及び／又
は多重化されることができる複数の個別のプロセッサにより提供されることができる。更
に、用語「プロセッサ」又は「コントローラ」の明示的使用は、ソフトウェアを実行する
ことができるハードウェアを排他的に示すと解釈されるべきではなく、デジタル信号プロ
セッサ（ＤＳＰ）ハードウェア、メモリ（例えば、ソフトウェアを記憶する読取専用メモ
リ（ＲＯＭ）、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、不揮発性記憶部等）及び仮想的にプ
ロセスを実行及び／又は制御することができる（及び／又は構成可能である）いかなる手
段及び／又はマシン（ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、これらの組み合わ
せ等を含む）を暗示的に含むことができるが、これらに限定されない。
【００２９】
　更に、本発明の原理、態様、及び実施例、並びにその具体例を列挙する全ての文は、そ
の構造的及び機能的等価物の両方を包含することが意図される。加えて、このような等価
物は現在既知の等価物及び将来開発される等価物（例えば、構造に関係なく、同じ又は実
質的に同様の機能を実行することができる開発された要素）の両方を含むことが意図され
ている。したがって、例えば、ここで提供された教示を考慮すると、ここに提示されたい
かなるブロック図も、例示的なシステムコンポーネント及び／又は本発明の原理を具現化
する回路の概念図を表すことができることが当業者に理解されるであろう。同様に、当業
者は、ここで提供された教示を考慮すると、いかなるフローチャート、フロー図等も、こ
のようなコンピュータ又はプロセッサが明示的に示されているか否かにかかわらず、実質
的にコンピュータ可読記憶媒体に表され、従って、コンピュータ、プロセッサ又は処理能
力を持つ他の装置により実行されることができる様々なプロセスを表すことができること
を理解すべきである。
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【００３０】
　更に、本発明の例示的な実施例は、例えば、コンピュータ又はいかなる命令実行システ
ムにより又は関連して使用するプログラムコード及び／又は命令を提供するコンピュータ
使用可能又はコンピュータ可読記憶媒体からアクセス可能なコンピュータプログラムの形
を取ることができる。本開示によると、コンピュータ使用可能又はコンピュータ可読記憶
媒体は、例えば、前記命令実行システム、装置又はデバイスにより又は関連して使用する
前記プログラムを含む、記憶する、通信する、伝搬する又は運ぶことができる。このよう
な典型的な媒体は、例えば、電子、磁気、光学、電磁、赤外又は半導体システム（又は装
置若しくはデバイス）、又は伝播媒体であることができる。コンピュータ可読媒体の例は
、例えば、半導体又は固体メモリ、磁気テープ、取り外し可能コンピュータ・ディスケッ
ト、ランダム・アクセス・メモリ（ＲＡＭ）、読取専用メモリ（ＲＯＭ）、フラッシュ（
ドライブ）、剛体磁気ディスク及び光ディスクを含む。光ディスクの現在の例は、コンパ
クトディスク‐読取専用メモリ（ＣＤ－ＲＯＭ）、 コンパクトディスク- 読み取り/書き
込み（ＣＤ－Ｒ／Ｗ）及びＤＶＤを含む。更に、今後開発されうるいかなる新しいコンピ
ュータ可読媒体も、本発明及び開示の例示的な実施例によって使用される又は参照されう
るコンピュータ可読媒体と見なされるべきであると理解されるべきである。
【００３１】
　例として（実施例は例示的であり、限定的ではないと意図される）、システム及び方法
等に対する好適及び例示的実施例を記載したが、修正及び変形が、図面及び付属物を含む
ここに提供された教示を考慮して当業者によりなされることができることに注意する。し
たがって、ここに記載された実施例の範囲内である変更が、本出願の好適及び例示的実施
例に行われることができると理解されるべきである。修正及び変更は、先行する詳細な記
載を読み、理解すると他者が思いつきうる。本発明が、添付の請求項及びその等価物の範
囲内に入る限り、全てのこのような修正及び変形を含むと解釈されるべきであることが意
図される。
【図１】 【図２】



(10) JP 6717745 B2 2020.7.1

10

20

フロントページの続き

(72)発明者  リビング　キャロリーナ
            オランダ国　５６５６　アーエー　アインドーフェン　ハイ　テック　キャンパス　ビルディング
            　５
(72)発明者  チャン　レイモンド
            オランダ国　５６５６　アーエー　アインドーフェン　ハイ　テック　キャンパス　ビルディング
            　５
(72)発明者  グティレス　ルイス　フェリペ
            オランダ国　５６５６　アーエー　アインドーフェン　ハイ　テック　キャンパス　ビルディング
            　５

    審査官  宮崎　敏長

(56)参考文献  米国特許出願公開第２００３／０２２９２８２（ＵＳ，Ａ１）　　
              国際公開第２０１２／１２７４５５（ＷＯ，Ａ１）　　
              特表２００４－５３３８６３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特表２０１３－５１５５８２（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ａ６１Ｎ　　　５／１０　　　　
              Ａ６１Ｍ　　３６／１２


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

